
     

 

 

 

 
2026 年 2 月 26 日、京水労は当局と団体交渉を行

い、春闘要求書を提出しました。今回提出した要求

書は、春闘要求のために実施したアンケート結果を

基に作成し、一票投票により高い賛成率、批准率で

信任いただいたものです。改めて、アンケート、一

票投票への御協力ありがとうございました。 

春闘要求書の提出にあたり、坂本書記長から要求

書について趣旨説明し、「今回の要求書が組合員の声

を基に作られたものであることを再認識してほしい。組合員の皆が何に喜びを感じるの

か。秋闘の賃上げで、何よりも自分の働きに対する対価が上がることへ皆が喜びを感じ

ていることを肌で感じた。春闘は直接的には我々の賃金に関わってこないが、連合と連

携して次の秋闘での賃上げにつながる運動をしていく。今、初任給や若年層の給与の引

き上げが、人材獲得のツールとして使われているが、人材流出の阻止も重要である。働

く喜びを感じられる環境を整える必要がある。働く人に魅力を感じてもらえる組織を目

指したい。今は職員同士の関係性が希薄となっていて、人間味のある組織をどう継続し

ていくか。一人ひとりが周りの仲間を気にすることができる環境づくりに、使用者側も

しっかりと取り組んでもらいたい。秋闘での積み残しである、特異性手当、人事評価制

度については、各分会さまざまな思いを持っている。より良い制度となるようしっかり

と交渉していきたい。（要約）」と発言しました。 

吉川管理者からは、「組合員の声をしっかりと受け止めて協議していく。」と発言があ

り、隼木執行委員長からは、3 月 19 日を山場として交渉に臨む旨を宣告しました。組合

員の皆さんも本春闘で、執行部と共に闘っていただくようお願いします。 

  

No.13 

2026 年 2 月 26 日 

教宣部長 稲田 智己  

村井市労連委員長による団結ガンバロウ 

si 



≪｢2026 春闘方針及び重点要求(案)｣の承認、京水労の活動に対する信任投票 の結果≫ 

投票率 賛成率 批准率 

９４．９９ ％ ９６．５９ ％ ９１．７５ ％ 



 


